
第 15号様式(第７条関係) 

返     還     届 

年   月   日 
  東京都知事 殿 

貸与番号        

                 ふりがな   
                 氏  名               
                 郵便番号               
                 住  所               
 
                 電  話    （   ）      
 
 
 下記の返還理由に該当したので届け出ます。 
 なお、返還金については、修学資金返還予定明細書（別記第 21号様式（裏））のとおり
返還します。 
 

記 
 
１ 返還理由 
(1) 受けていた修学資金の貸与が廃止された。 
  （廃止された理由： 退学・都外転出・その他（             ）） 
(2) 受けていた修学資金を辞退した。 
(3) 受けていた修学資金の貸与期間が終了した。 
(4) 受けていた修学資金の一部について、返還債務の履行猶予に該当しない。 
(5) (1)から(3)に該当した後、返還債務の履行猶予を受けていたが、当該履行猶予に

係る下記   の理由がなくなつた。 
（理由がなくなつた年月日：   年  月  日） 

  【返還債務の履行猶予を受けていた理由】 
ア 養成施設等に在学しているため 

  イ 試験不合格により次年度の試験を再受験するため 
  ウ 卒業(修了)後、他種の養成施設等に進学したため 

エ 卒業(修了)後、指定施設において看護業務に従事しているため 
  オ 卒業(修了)後、都内施設において看護業務に従事しているため 
  カ 災害・疾病・出産・育児・介護・その他（           ）のため 

(6) その他（                              ） 
 

２ 返還方法 

現在までに返還した額               円 
今回返還する額               円 

返還方法 

返還期間      年   月から   年   月まで 

月 賦 １回の金額 
百 十 万 千 百 十 円 

回終了 
       

半年賦 １回の金額        回終了 

一 括 １回の金額         

備  考 
 借受期間     年   月から   年   月まで 
 借受金額                   円   

  

(日本産業規格Ａ列 4番) 
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返     還     届 

令和６年 １２月  １日 
  東京都知事 殿 

貸与番号 ６ Ｋ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 
                 ふりがな  とうきょう  はなこ 
                 氏  名   東 京   花 子   
                 郵便番号   １６３－００００             
                 住  所 東京都新宿区西新宿９-９-９ 
                 電  話 ０３（５５５５）５５５５  
 
 
 下記の返還理由に該当したので届け出ます。 
 なお、返還金については、修学資金返還予定明細書（別記第 21号様式（裏））のとおり
返還します。 
 

記 
 
１ 返還理由 
(1) 受けていた修学資金の貸与が廃止された。 
  （廃止された理由： 退学・都外転出・その他（             ）） 
(2) 受けていた修学資金を辞退した。 
(3) 受けていた修学資金の貸与期間が終了した。 
(4) 受けていた修学資金の一部について、返還債務の履行猶予に該当しない。 
(5) (1)から(3)に該当した後、返還債務の履行猶予を受けていたが、当該履行猶予に

係る下記 ア の理由がなくなつた。 
（理由がなくなつた年月日：令和６年１１月３０日） 

  【返還債務の履行猶予を受けていた理由】 
ア 養成施設等に在学しているため 

  イ 試験不合格により次年度の試験を再受験するため 
  ウ 卒業(修了)後、他種の養成施設等に進学したため 

エ 卒業(修了)後、指定施設において看護業務に従事しているため 
  オ 卒業(修了)後、都内施設において看護業務に従事しているため 
  カ 災害・疾病・出産・育児・介護・その他（           ）のため 

(6) その他（                              ） 
 

２ 返還方法 

 

現在までに返還した額             ０ 円 
今回返還する額       ６００，０００ 円 

返還方法 

返還期間   令和６年 １２月から令和８年 １１月まで 

月 賦 １回の金額 
百 十 万 千 百 十 円 

２４ 回終了 
 ￥ ２ ５ ０ ０ ０ 

半年賦 １回の金額        回終了 

一 括 １回の金額         

備  考 
 借受期間  令和４年  ４月から令和６年  ３月まで 
 借受金額          ６００，０００  円   

  

(日本産業規格Ａ列 4番) 

貸与全額終了後、留年等により卒業延期し退学した場合 

 
住所や氏名、電話番号等に変更があ
る場合は、住所等変更届(第７号様
式)を併せて提出してください。 
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